
R4年度 熱帯ドリームセンター 展示植物売買単価契約 

特 記 仕 様 書 

 

第 1条（適用） 

本特記仕様書は、R4 年度熱帯ドリームセンター展示植物売買単価契約（以下、「本業務」

という）に適用する。なお、本特記仕様書中、（一財）沖縄美ら島財団を「甲」といい、本

特記仕様書及び数量総括表に基づき、甲から委託を受けて本業務を行うものを「乙」という。 

 

第 2条（業務期間） 

業務期間は、契約締結日翌日から令和 5年 1月 31日までとする。 

※ただし、甲の都合により業務期間を短縮する場合がある。 

 

第 3条（展示植物） 

展示植物は別添数量総括表で定められた種類、規格に適合しているもの、または監

督職員が同等品以上と認めたものとする。その他、天候不良等の不可抗力により、種

類及び数量に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

展示植物は次の条件を有していなければならない。 

(1) 生育良好で 4割以上の開花がみられるもの。 

(2) 病害虫に侵されていない健全なもの 

(3) 徒長していない、端整な姿形のものであること。 

 

第 4条（納品） 

納品場所は海洋博公園とする。 

展示植物の納品は別紙数量内訳書を基本とし、日時等の詳細は監督職員が指示する。こ

れに係る運搬等の作業及び経費は、乙が行い負担するものとする。 

 

第 5条（支払い条件及び方法） 

前払金なし、納品した月は月末締めとし、乙からの請求を受けて支払うものとする。 

 

第 6条（安全管理等） 

乙は業務の実施にあたり海洋博公園内へ車両を入園させる必要がある場合、事前に車輛

入園許可証申請書(その他)により申請するものとする。また、入園の際は車輛入園許可証

の裏面に記載された公園内車両運行遵守事項および注意事項を遵守すること。 

作業は、迅速に行い、建物の損傷および騒音等に留意する事。 

  万一、次の各項の事故が生じたときは、乙の責任において処理すること。 

(1) 第三者、来訪者、甲の職員及び関係者、乙の作業員の人身事故 

(2) 作業による全ての事故 

(3) 履行場所の建物とこれに付随する設備に損害を与える事故 

(4) その他、乙の管理責任に帰する事故 



 

第 7条（その他） 

 本業務の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲乙協議をするものとし、軽微な事項に

ついては甲の指示に従い誠意を持って本業務の遂行にあたるものとする。 


